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待望の改訂版！
ハラスメント類型別、相談者属性別に詳しく解説！

本書の特徴
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Feature01 Feature02 Feature03

被害者・使用者・加害者からの相談に
対して、弁護士として対応するべき法
律相談時の留意点を解説！

直近10年のハラスメント関連裁判例
を類型ごとに整理。ハラスメント該
当性について、裁判所の判断基準が
分かる！

労働施策総合推進法の改正（パワハ
ラ防止措置の完全義務化）等をふま
え、事業主に求められる措置に関す
る解説を拡充！



改訂版　ハラスメント事件の弁護士実務
～法律相談時の留意点と裁判例にみるハラスメント該当性～ 定価4,070円（本体3,700円＋税10％）［093906］ 部

＜クレジットカードでもお支払いいただけます＞ CLI
CK!第一法規ストア 検　索詳 細・お申し込みはコチラ

豊富な裁判例により裁判所の判断基準がわかる！

ハラ弁改（093906）2024.2.bpd
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この申込書は、ハガキに貼るか、
このままFAXで下記宛お送りく
ださい。

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたし
ます。また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。

＊消費税は申込日時の適用税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
　＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
　（いずれかを    で選択ください。）　　□代金引換により支払います。　　□現品到着後請求書により支払います。

年　　　　月　　　　日

書　　　　名 価格 部数

お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、
弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきまし
ては、お問合せフォーム(https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php)かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　　TEL.0120̶203̶696　　FAX.0120̶202̶974

お客様の個人情報の
取扱いについて

キ　リ　ト　リ　線

取 扱 い申　込　書　〈第一法規刊〉

＊代金引換手数料について
　一回あたりのご購入金額
　（商品の税込価格+送料）の合計が

※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者
に現金でお支払いください。その際、クレジットカードはご利用
いただけません。

1万円以下の場合、330円（税込）
3万円以下の場合、440円（税込）
10万円以下の場合、660円（税込）

■宛先
〒107̶8560
東京都港区南青山2̶11̶17
第一法規株式会社
　 FAX.0120̶302̶640
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